
【開催報告】令和７年度景観行政実務担当者研修
令和７年５月１日（木） 10:00～12:00 

オンライン（ZOOM）
当日の進行次第 受講者＆アンケート結果

参加者62名のうち
約６割が新任者

Q1：景観行政の経験

Q2：研修内容の理解度

97％の人が
理解

Q3：研修の参考度

94％の人が業務の
参考になると回答

 配信の様子

時間 内容
10:00-10:10 開会・挨拶

10:10-10:20
（10分）

【資料01】
【情報提供】
 全国景観・屋外広告物主管課長会議の情報

  景観まちづくり課 課長代理 池谷 直樹
10:20-10:35
（15分）

【資料 02】
静岡県の景観施策

  景観まちづくり課 景観づくり推進班 班長 島 陽子 

10:35-11:05
（30分）

【資料03】
公共事業の景観配慮、景観形成推進アドバイザー、
観光地エリア景観計画、景観セミナー

 景観まちづくり課 景観づくり推進班 主任 菅沼 勇伝
11:05-11:30
（25分）

【資料04】
静岡県景観賞、景観法と景観計画

  景観まちづくり課 景観づくり推進班 技師 中村 隼人

11:30-11:40 質疑（約15分） 

11:40-11:55 【情報提供】他部局等のまちづくり支援事業の紹介
【資料05】

・観光地域づくり整備事業費補助金
  観光政策課 施設班 主任 村井 達郎

【資料06】
・都市再生や都市構造等の市街地開発事業の紹介
  景観まちづくり課 まちづくり推進班 班長 小野間 健治

11:55-12:00 閉会

36名 13名 10名 3名

十分理解できた
14%

理解できた
83%

あまり理解できない
3%

大いに参考になる
28%

参考になる
66%

どちらとも言えない
7%

新任（4月から） 経験1年 経験2年 3年以上

静岡県景観まちづくり課 担当：武藤 
             TEL:054-221-3490/E-mail:keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp

－見逃し配信実施中       －
当日の研修動画をYouTubeで公開しています。聴講できなかった方、もう一度じっくり聞きたい方、
YouTubeで年度末まで公開していますので、御視聴ください。

https://youtu.be/-zI5fSU-TwUURL

問い合わせ先

YouTube

※全市町・土木の
景観実務担当者が出席！



Q4：研修の感想
≪研修に関する意見≫

• 景観計画、景観地エリア景観計画、アドバイザー制度等、景観行政実務担当者として知っておきたい内容でしたので参考になりました。

• 景観行政に関する実務担当者としての取組み方や役割の理解を深めることができました。

• 貴重なお時間誠にありがとうございました。今年度もエリア景観計画等でお世話になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

• 本年度から景観行政に関わることとなりましたが、説明会を開催していただきとても参考になりました。本市では令和８年度を目標として、市内全域

版の景観計画策定を検討しているので、景観計画に関する説明が特に参考となりました。直近では御前崎市さんや西伊豆町さんが景観計画の策定や検

討を進めていると聞き、当市で進めるうえでの参考にさせていただきたいので、今後とも引き続きよろしくお願いします。

• 景観行政団体への移行率が全国に比べ高いことがわかり、静岡県全体で景観に対して取り組んでいることを学べた。より地域の魅力を発信していくた

め景観形成に取り組んでいくことが重要であると感じた。また、よい景観形成は市民の方たちとの協力も必要不可欠であるため景観計画の認知度を向

上させることも重要であると感じた。

• 景観全般について、法制度や国・県の取り組みを知ることができました。４月から都市計画課に配属になり、経験や知識が乏しい自分にとって、大変

勉強になりました。

• 景観行政にかかる実務担当であることからセミナーに参加しましたが、袋井土木事務所において、当該業務がほぼないため、事業の進め方等の理解

（飲み込み）に時間がかかりました。ただ、各担当の資料はとても見やすく、景観行政にかかる様々な取組を知ることができ、とても参考になりまし

た。自身が当該業務に携わる機会があれば、改めて、資料を見返したいと思います。

• 景観法に関わる仕事をするのは初めてなので、とても勉強になりました。分からないこともたくさんありますが、再度資料に目を通します。ありがと

うございました。

Q5：その他御意見

≪研修内容≫

• 静岡県景観賞というものがあり、インスタグラムで広報活動をしているのを知りました。民間企業を巻き込み若者の間で盛り上がるような取り組みを

すると面白いと思いました。

• 当市は景観計画は策定済みであり、民間公共含め該当規模のものについては計画に沿った事業内容かのネガティブチェックは行っているのですが、な

かなかその先を一歩進むことができていません。公共事業に関して言えば、事業を行う所管課との横の連携が重要になってくると思うのですが、それ

が出来ていないのが現状です。他市町の実状やこうやっているよというアドバイスなどがあれば参考にさせていただきたいと感じます。


